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＜要約文＞

書道博物館（東京台東区）に『華厳経疏』とされる断簡（養 徹定旧蔵）が収蔵さ

れている。しかし，解読の結果，実際には『華厳経』の注釈書ではなく，無性『摂大

乗論釈』（以下『摂論無性釈』）に対する注釈書であることが判明した。『摂論無性釈』

に対する注釈書は，中国で５種類作られたが，いずれも現存していない。断簡の内容

は，『摂大乗論』では「釈増上戒学分」，すなわち菩薩が声聞に比べて戒律が勝れてい

ることを説く部分への注釈である。注釈方法は，最初に「論曰」として『摂大乗論』を

注釈し，続いて「釈論曰」として『摂論無性釈』を注釈する。引用文献は『無性釈』の

ほか，玄奘訳『摂論世親釈』，真諦訳『摂論世親釈』などである。著者の可能性として

は，７世紀の智儼と７，８世紀位と推定される神廓が考えられるが，この断簡の情報

だけでは決定はできない。本研究の意義は，第一に，現存していなかった『摂論無性
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釈』に対する注釈書のテキストが，断簡ではあるが発見されたことであり，第二に，

研究の進展により，中国唐代の仏教，特に摂論学派，唯識学派の研究に貢献する可能

性があることである。

キーワード：書道博物館，『華厳経疏』，『摂大乗論無性釈』，養 徹定，智儼，神廓

１ 問題の所在

東京都台東区に書道博物館がある。これは明治から昭和にかけての洋画

家，書家であった中村不折（１８６６―１９４３）が設立したもので，いわゆる書

だけでなく，甲骨文や青銅器など書道史の上で重要な作品が収蔵されてい

る。そのコレクションの総数は８００点を超えるという１。２００５年（平成１７），

東北大学教授・磯部彰を中心として『中村不折旧蔵禹域墨書集成：台東区

立書道博物館所蔵』３巻が刊行され，コレクションの中の２２８点の典籍が

写真版で見ることができるようになった。
てつじょう

その中に，幕末から明治にかけて活躍した浄土宗の僧侶・養
う か い

徹 定

（１８１４―１８９１）が旧蔵していた『華厳経疏』の断簡（以下，名称の混乱を避

けるため本断簡とする）がある２。筆者は華厳の研究をしているため内容

に関心を持った。『華厳経疏』とは『華厳経』の注釈という意味である。
しょうだいじょうろん

実際に解読してみると，それは『華厳経』の注釈書ではなく『摂大乗論
む しょうしゃく

無性 釈』に対する注釈書であることがわかった。

『摂大乗論』はインド唯識学派の無著（アサンガ）が著わしたもので，

大乗仏教の精髄を唯識説の立場から１０章にまとめて示した論書である。こ

れにインドの論師である世親（ヴァスバンドゥ）と無性とが，それぞれ註

釈を行った。これを『摂大乗論釈』といい，作者の名前をとって『摂大乗

論世親釈』，『摂大乗論無性釈』という。さらに中国に伝来してそれぞれに

注釈が作られた。その中の『摂大乗論無性釈』（以下『摂論無性釈』）に対
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する注釈書の断簡が今回の発見である。

『摂論無性釈』に対する注釈は５種類あったとされるが，現存するもの

は一つもない。著者としては唐代の智儼（６０２―６６８）と神廓（７，８世紀

頃？）の可能性が高いが，特定には至らなかった。ちなみに本断簡の紙背

には，８世紀の中国華厳の大成者・法蔵が著わした『華厳五教章』が筆写

されている。

本稿では『華厳経疏』とされた本断簡の実態が『摂論無性釈』に対する

注釈書であることを明らかにすることを目的とする。まず本断簡の性質，

来歴を紹介し，続いて翻刻を行い，内容を概観し，最後に著者についての

考察を行う。これに関する先行研究は管見の限り存在しない。

本研究の意義は，第一に，現存していなかった『摂論無性釈』に対する

注釈書が，断簡ではあるが発見されたことであり，第二に，研究の進展に

より，中国唐代の仏教，特に摂論学派，唯識学派の研究に貢献する可能性

があることである。

２ 養 徹定旧蔵『華厳経疏』断簡（書道博物館所蔵）に

ついて

まず『華厳経疏』とされた断簡の性格と来歴について説明する。この断

簡は巻子本で首尾欠，奥書も存在しない。よって，当然であるが本文を解

読しない限り内容については知ることができず，また他の資料がない限り，

内容や制作過程や流通状況はわからない。法量は縦２６２ミリ，横１２３７ミリ

である。界線がある。全８４行で，１行あたり２０文字から２５文字。平均は２３

文字である。文字数の合計は１９１６文字である。また紙背には，表面とは異

筆で法蔵『五教章』「所詮差別」の文が６０行にわたり記される３。

本断簡の旧蔵者は，幕末から明治にかけての浄土宗の僧侶で知恩院第５７

世を務めたほか，護法家としても活躍した養 徹定（以下，徹定）である。

徹定の業績として重要なものに仏典の収集，調査がある。徹定は１８５２年（嘉



286 専修人文論集１０１号

永５），３９歳の時，冠誉慧厳大僧正の命により，西京法然院に行き，忍澂

上人の大蔵経対校録を謄写した。その中で，大蔵経の校訂が完全でないこ

とを知り，日本に残る古文献（写経，版本）の収集，調査を始めた。奈良

近辺の寺院の調査を行ったが，その中でも奈良漢国町の念仏寺に蔵する袋

中上人蒐集の古写経類を調査しその一部を購入している４。この中には貴

重な典籍が多い。同年に『古経捜索録』を著わした。それから約１０年後の

１８６３年（文久３）には『古経題跋』を著わし，この間に蒐集した典籍の題

跋を集成している。ちなみに徹定は，蒐集した古写経等を１８７７年（明治１０）

に知恩院に寄贈している。

本断簡も，このような活動の中で入手されたものと思われるが，『古経

題跋』に本断簡（『華厳経疏』）は収録されていない５。よって，最大の手

掛かりとなるのは，断簡の末尾に徹定が紙を継ぎ足した跋文である。それ

は次のようにある。（句読点は筆者）

花厳経疏零本一巻，唐人無名氏書也。筆法秀抜，精奇入神，頗有二王

風。按弘法大師請来目録，載新訳華厳経曁，花厳疏一部，花厳十会，

花厳会名図，請賢聖文等数部。又按性霊集，大師在唐之日，請越州節

度使広求内外諸典。由是考之，此疏大師将来之一，為彼土名匠手沢可

知耳。

万延二季辛酉晩夏

仏眼山竺徹定識６

内容に入る前に，まずこれが１８６１年（万延２）晩夏，徹定４７歳の時の識語

であることに注目したい。徹定は多くの古写経に跋を附しているが，その

作業は万延２年（２月に改元して文久元年）（１８６１）と１８６２年（文久２）に

集中している。すなわち１８６０年（万延元）３種類，１８６１年（万延２／文久

元）１６種類，１８６２年（文久２）２１種類，１８６３年（文久３）３種類というよ
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うに，１８６０年，６１年の２年間に集中しているのである７。本断簡も万延２

年であるから，この大量に跋文が作られた時期の作である。

続いて内容に入る。徹定は本断簡を，第一に，唐人の無名氏の書であり，

二王すなわち王羲之親子の書風に似ていること。第二に，空海（７７４―８３５）

の請来目録に華厳関係の書物があり，また空海の『性霊集』には空海が在

唐中に仏典を求めた記録があることから，本断簡を空海が将来した書物で

あると見ている。徹定の言葉通り，空海の『御請来目録』には，華厳関係

として，『新訳華厳経』一部，『花厳経疏』一部，『花厳十会』，『大方広仏

華厳経品会名図』一巻，『華厳会請賢聖文』一卷の名が記されている８。

しかし，徹定がなぜ本断簡を『華厳経疏』と判断したのか理由は分からな

い。

さて，本断簡は現在，書道博物館に所蔵されているが，所蔵に至った経

緯は不明である。書道博物館を設立した中村不折が書籍を収集したのは大

正初期（１９１０年代）から亡くなる１９４３年（昭和１８）までの３０余年間である

という９。徹定が亡くなったのは１８９１年（明治２４）のことであるから，徹

定の生前あるいは没後に誰かの手に渡り，そこから中村不折の手に入った

ものと考えられる。

中村不折は１９２７年（昭和２）に刊行した『禹域出土墨宝書法源流考 下

巻』の中で本断簡を『華厳経疏』とし，次のように述べている。

紙長四尺一寸。此レハ出土ニアラズ。本邦ニ伝来セシモノナリ。書風

ハ空海ト相通ズ。知恩院徹定和尚ノ旧蔵ニテ，同和尚ノ跋文ヲ附ス。

左ニ録ス。１０

この中，書風が空海と通じているという指摘は新しい。徹定は，二王すな

わち王羲之父子に近いと述べ，一方，中村は空海に似ているという。これ

については空海が王羲之の書を学んでいたことからすると１１，王羲之と空
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海の双方に似ていても，矛盾はしないようである。

さて，昭和２０年代後半に，書道博物館は所蔵文献を調査した「経巻文書

目録」を刊行した１２。その中の『華厳経疏』の記述を見ると，不折の記述

とほぼ同じであるが，最後に「之（筆者注：『華厳経疏』のこと）も開元

以後と推定される」１３という一文が付いている。すなわち断簡の制作時期

を開元年間（７１３―７４１）以後と述べている。ちなみに「之も」として対比

しているのは，『華厳経疏』の２つ前に記載された『妙法蓮華経玄賛第四』

の写本を指し，書体から制作時代を判断したようである。

ここまでを簡単に整理する。本断簡の出自は不明である。これを１８６１年

に徹定が『華厳経疏』と断定し，さらに空海の請来本であろうと述べた。

続いて，１９２７年に中村不折が，空海と書風が似ていると述べた。その後，

誰かにより開元年間以後の作品であるとされるようになった。この中で誰

も『華厳経疏』であるか否かを問題にした人物はいない。

３ 翻刻

ここでは磯部彰篇『中村不折旧蔵禹域墨書集成：台東区立書道博物館所

蔵』に収録された写真１４をもとに，本断簡を翻刻する。翻刻に際しての凡

例は次の通りである。

・本来は縦書きであるが横書きにした

・一番左側に行番号をアラビア数字で附した。

・翻刻に際して漢字は新字にした。

・略字なども現在通用する文字で統一した。

・判読不明字は■で表した。

１ 薩地文三復次下釈挙数答文 論曰差別者自下第三

２ 依名別解就差別中三初謂戒有三品別者此総挙数二列
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３ 名三此中下明差別用 釈論文三初釈挙数次釈列名後律

４ 儀下釈差別用第二釈中三初即律儀等列三戒名次声聞

５ 乗等対小明勝言声聞乗等唯有一種律儀者問何故許彼有

６ 律儀戒無余二邪答二乗不求仏果無有摂善不能利生無余

７ 益有情但能正悪求自解脱許有律儀後弁三戒相言謂正

８ 受遠離一切品類悪不善者三業正悪名律義戒即是在家

９ 出家七衆所持戒言修力無畏等者梁論釈云菩薩生長一切

１０ 善法謂聞思修恵及身口意善乃至十波羅蜜名摂善法戒

１１ 言謂不顧自楽者菩薩不顧自涅槃楽言随所堪能令入三

１２ 乗等者謂随所犯根性堪能亦随自已所作堪能以三乗余益

１３ 梁論云摂衆生戒所謂四摂第三釈用言是二戒因等者釈違

１４ 立義言謂若防守等者此為摂善法戒為因言亦能成熟等者

１５ 為繞益有情戒為因言余則不尓者余不正悪不能摂善繞益

１６ 有情 論曰共不共者文中有三先牒次釈後結釈中有三

１７ 初約性遮二就三業三約利生初一切性罪不現行者貪等所

１８ 発十悪性罪菩薩声聞相似同共正名共学処言相似遮

１９ 罪者如断生草等為護性戒為世成■故制此戒相似其罪

２０ 性非是罪故名相似遮罪為利有情此罪現起菩薩声聞持

２１ 犯有異名不共学問如出家菩薩並依声聞蔵受具是戒遮

２２ 罪現云何不犯声聞戒邪答為持菩薩戒故由菩薩戒力令此

２３ 遮戒清浄無犯也言於此学処有声聞犯菩薩不犯者於此

２４ 制正遮罪学処也世親菩薩云如雨安居聞声親蓋有情輒

２５ 行経宿言有菩薩犯声聞不犯者謂菩薩観有益而故不行

２６ 解云於此遮罪学処声聞犯者夏安居中雖於衆生有利益

２７ 事然無受日縁故輒行則犯諸菩薩僧見遊行時於生有益従

２８ 無小教許受日縁大教許故菩薩不犯又復菩薩為利他故受

２９ 日法彼其日雖尽益未了還来即犯於彼利益不来不犯二
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３０ 菩薩具有身語心戒者此約三業身語即共心則不共就

３１ 身語中麁共細不共三以要言之乃至無罪身語意業等者

３２ 約利他明不共簡異有罪益地故云無罪 釈論中言殺盜

３３ 婬等貪求所生名為性罪者由貪嗔痴発十悪業有制無間

３４ 体皆是罪故云性罪言断生草等非貪求生者為護性戒

３５ 故制此罪仏未制前雖起無罪如善無記心断生草木非貪

３６ 等生仏数所遮由違制故摂名遮罪然此遮罪或性是善如

３７ 善心為女人説法過五六語等或復無記如不開戸共罪大或人

３８ 眠等問如以貪心断生草木等是何罪答若以性判性罪所■

３９ 故梁論云若以煩悩染汚心地所起是其性罪若以類判遮罪

４０ 言心亦有犯者防独頭心言謂唯内起欲恚害等諸悪尋思

４１ 不為発起身語二業者若為発起身語二業之心声聞亦制不為発

４２ 起不禁声聞唯制菩薩故云不共言謂能益利安楽有情不

４３ 発自他貪等煩悩者釈無罪義何者是有罪益他世親菩薩

４４ 云或雖繞益而非無罪如以女等非法之物授与他人為遮此事

４５ 故説無罪 論曰広大有者於中自有四種下列名別釈一

４６ 由種々無量学処者正一切悪其戒体多故云広大二由摂

４７ 受無量福徳者此戒能生大福資糧故名広大此即摂善

４８ 三由摂一切有情利楽意楽広大者能生広大利楽意楽故

４９ 名広大此是利生四由建立無上正等菩提者能生大果故

５０ 称広大 釈論中言所学尸羅種々別類無量差別者

５１ 体性是多也第二中言能摂無量福徳資糧者唯除般若

５２ 一切余行名福資糧此能摂生故云広大第三中言摂諸

５３ 有情此世他世者欲令此世現益名利益意欲令他世繞益

５４ 名安楽意言世出世間者世益名利出世安楽也依梁論説

５５ 世間名楽出世利名言捨悪摂善者捨悪名利摂善名楽

５６ 言若因若果者世親菩薩云勧令修善名利益意願由
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５７ 彼善当得勝果名安楽意因利楽果也言繞益意楽者通

５８ 前四対也若依梁善教雖悪名為利益願於未来得善報名

５９ 安楽意又大悲名利大悲名楽第四中言建大菩提者是共

６０ 因義言諸声聞等対小顕勝也論曰甚深中三先牒次釈

６１ 後結釈中有二初約実行後就変化初言由是品類方便善

６２ 巧行殺生等十種作業者問何故説此名作甚深答此殺生

６３ 等拠相而言犯律儀戒就実以説乃是菩薩真実受持益

６４ 有情惑故是甚深問前言一切性罪不行何故此中現起性罪

６５ 答若貪等起是其性罪菩薩不行今此殺等乃是悲恵方

６６ 便心生非是性罪菩薩現起是故後言而無有罪生無量

６７ 福互不相違問若悲恵起者但応有七何故得有貪嗔等

６８ 邪答下有三釈言又現変化身語業等者此約変化以明

６９ 甚深問何故説此名為甚深答由彼■菩薩化為両業非実

７０ 身語而是菩薩真実持戒又現■■而是実益故是

７１ 甚深下顕化相文中有二初明変化現在世事言由此因縁

７２ 或作国王示者由此変化因縁或作国王身業然傳発言

７３ 河責変化作此悩有情事世親菩薩云此中応説無厭

７４ 足王化導善財童子等事後明変化過去世事言又現種

７５ ゝ諸本生事者過去本生事世示行逼悩諸余有情者逼惱

７６ 変化所作諸余有情也言真実摂受諸余有情者真実

７７ 根受諸所化真実有情也世親菩薩云如毘濕婆安 羅

７８ 等諸本生事此中菩薩以其男女施婆羅門皆是化作下明

７９ 起化利益言先令他心等者由此変化先令所化他有情心

８０ 於菩薩行深生浄信後転成熟令其入道也三是名等結

８１ 釈論中言悲願相応後得妙智者由悲愍■妙智知根悲

８２ 恵相応乃至名善巧故世親菩薩云謂諸菩薩若如是知

８３ 如是品類補特伽羅罪於此不善無間等事将起加行以他心
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８４ 智了知彼心無余方便能転彼業如実了知彼由此業定退

４ 内容

続いて内容を紹介する。紹介するにあたり，まず翻刻資料に句読点を施

し内容から適宜改行を行う。さらに本断簡は注釈書であるため，注釈対象

との対応関係を明らかにしなければならない。そこで４―１対照資料とし

て＜表１＞を作成した。

４‐１ 対照資料

＜凡例＞

・この資料は『摂大乗論』「釈増上戒学分第七」について，１『摂大乗論』

（『無性釈』所引），２玄奘訳『摂論世親釈』，３玄奘訳『摂論無性釈』，４

『断簡』の順で配置したものである。本断簡は無性釈の注釈であるが，世

親釈にも言及するために世親釈も入れた。

・一番左側には全体の通番を記した。

・表の中で用いた略号は次の通り。

１『摂大乗論』本文 【摂論】

２『摂論世親釈』 【世】

３『摂論無性釈』 【無】

４『断簡』 【断簡】

・さらに【摂論１】などのように，略号に文献ごとの通し番号を付した。

・略号，通し番号の次にある数字は，大正蔵経３１巻の頁数と段である。

・配列の順序は，『断簡』が，『摂大乗論』本文と『摂論無性釈』との両方

に注釈するため，１『摂大乗論』，２『断簡』中の『摂大乗論』本文に対

する注釈，３『摂論世親釈』，４『摂論無性釈』，５『断簡』中の無性釈へ

の注釈の順である。
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通番 A 序説：四種の殊勝

１

【摂論１】（４２６a）論曰。如是已説，因果修差別。此中，増上戒殊
勝，云何可見。如菩�地，正受菩�律儀中説。復次応知，略由四
種殊勝故，此殊勝。一由差別殊勝。二由共不共学処殊勝。三由広
大殊勝。四由甚深殊勝。

２ 【断簡】（＊前欠）

３

【世１】（３６０c）釈曰。此中問答。弁諸菩�所学尸羅。於声聞等有
大差別故名殊勝。又此増上戒等三学。即前所説波羅蜜多自性所摂。
何故別立。於先所説波羅蜜多。別義建立。今当顕示。為顕展転相
因性故別立三学。謂依尸羅発生静慮。復依静慮発生般若。

４
【無１】（４２６a―b）釈曰。依増上戒而学故，名増上戒学。如菩�地
正受菩�律儀中説者，謂如彼尸羅波羅蜜多品中広説。復次応知，
略由四種殊勝故。此殊勝等，如後広釈。

５
【断簡１】（【無１】に対する注釈）［１行］
（＊前欠）�地文。三「復次」【無１】下，釈挙数，答文。

１ 差別の殊勝

６

【摂論２】（４２６b）論曰。差別殊勝者，謂菩�戒有三品別。一律
儀戒。二摂善法戒。三繞益有情戒。此中律儀戒応知二戒建立義故。
摂善法戒応知修集一切。仏法建立義故。繞益有情戒。応知成熟一
切有情建立義故。

７

【断簡２】（【摂論２】に対する注釈）［１行―３行］
論曰「差別」【摂論２】者，自下，第三依名別解。就差別中三。
初謂「戒有三品別」【摂論２】者，此総挙数，二列名，三「此
中」【摂論２】下，明差別用。

・『断簡』は太字の罫線で囲んだ。

・『断簡』の中の引用文はカッコを附し，引用対象の引用部分に下線を引

いた。引用対象が『摂大乗論』本文，『摂論世親釈』，『摂論無性釈』につ

いては脚注を付けず，引用の終わりの部分に略号【】で指示した。

・『断簡』の最初には注釈対象の名称を示した。続く［］の中の数字は翻

刻の行番号である。

＜表１＞対照資料
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８
【世２】（３６０c）釈曰。差別殊勝。謂声聞等唯有一種律儀戒。無摂
善法戒及繞益有情戒。菩�具三。是故殊勝。

９

【無２】（４２６b）釈曰。差別殊勝。謂諸菩�具三種戒。即律儀戒，
摂善法戒，繞益有情戒。声聞乗等，唯有一種律儀尸羅。是故菩�
望彼殊勝。律儀戒者，謂正受遠離一切品類。悪不善法。摂善法戒
者，謂正修集力無畏等一切仏法。繞益有情戒者，謂不顧自楽。随
所堪能令入三乗。捨生死苦証涅槃楽。律儀戒応知二戒建立義故者，
是二戒因故。謂若防守身語意者，便能無倒修集一切清浄仏法。亦
能成熟一切有情令入三乗。余則不爾。

１０

【断簡３】（【無２】に対する注釈）［３行―１６行］
釈論文三，初釈挙数，次釈列名，後「律儀」【無２】下，釈
差別用。第二釈中三，初即律儀等列，三戒名次声聞乗等対小
明勝，言「声聞乗等唯有一種律儀」【無２】者，問，何故許
彼有律儀戒無余二邪，答，二乗不求仏果無有摂善不能利生無
余益有情但能正悪求自解脱許有律儀，後弁三戒相，言「謂正
受遠離一切品類悪不善」【無２】者，三業正悪名律義戒，即
是在家出家七衆所持戒，言「修力無畏等」【無２】者，梁論
釈云「菩�生長一切善法，謂聞思修恵及身口意善乃至十波羅
蜜」【＊】，名摂善法戒，言「謂不顧自楽」【無２】者，菩�
不顧自涅槃楽，言「随所堪能令入三乗」【無２】等者，謂随
所犯根性堪能，亦随自已所作堪能，以三乗余益，梁論云，「摂
衆生戒所謂四摂」【＊＊】，第三釈用，言「是二戒因」【無２】
等者，釈違立義，言「謂若防守」【無２】等者，此為摂善法
戒為因，言「亦能成熟」【無２】等者，為繞益有情戒為因，
言「余則不尓」【無２】者，余不正悪，不能摂善繞益有情。

【＊】梁論釈云：世親造 真諦訳『摂大乗論釈』「論曰。二摂善法
戒 釈曰。従受正護戒。後為得大菩提。菩�生長一切善法。謂聞
思修慧及身口意善。乃至十波羅蜜」（大正３１・２３２b）
【＊＊】梁論云：世親造 真諦訳『摂大乗論釈』「釈曰。摂善法戒
先摂聞思修三慧。一切仏法皆従此生起。何以故。以一切仏法皆不
捨智慧故。摂衆生戒所謂四摂。」（大正３１・２３２b）

２共不共の学処の殊勝

１１

【摂論３】（４２６b）論曰。共不共学処殊勝者。謂諸菩�一切性罪
不現行故与声聞共。相似遮罪有現行故与彼不共。於此学処有声聞
犯菩�不犯。有菩�犯声聞不犯。菩�具有身語心戒。声聞唯有身
語二戒。是故菩�心亦有犯非諸声聞。以要言之。一切繞益有情無
罪身語意業。菩�一切皆応現行皆応修学。如是応知説名為共不共
殊勝。
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１２

【断簡４】（【摂論３】に対する注釈）［１６行－３２行］
論曰「共不共」【摂論３】者，文中有三。先牒，次釈，後結。
釈中有三。初約性遮，二就三業，三約利生。初「一切性罪不
現行」【摂論３】者，貪等所発十悪性罪菩�声聞相似同共正
名共学処。言「相似遮罪」【摂論３】者，如断生草等，為護
性戒為世成■故，制此戒相似其罪性非是罪故名相似遮罪為利
有情，此罪現起菩�声聞持犯有異名不共学。問，如出家菩�
並依声聞蔵受具是戒遮罪現，云何不犯声聞戒邪。答，為持菩
�戒故，由菩�戒力，令此遮戒清浄無犯也。言「於此学処，
有声聞犯，菩�不犯」【摂論３】者，於此制正遮罪学処也。
世親菩�云【世３】，「如雨安居聞声親蓋有情輒行経宿，言〈有
菩�犯声聞不犯〉者，謂菩�観有益而故不行」。解云，「於此
遮罪学処声聞犯」者，夏安居中，雖於衆生有利益事，然無受
曰縁故，輒行則犯，諸菩�僧見遊行時，於生有益従無小教許
受日縁大教許故，菩�不犯，又復菩�為利他故，受日法彼其
日，雖尽益未了還来即犯，於彼利益不来不犯。二「菩�具有
身語心戒」【摂論３】者，此約三業，身語即共，心則不共。
就身語中，麁共，細不共。三「以要言之」【摂論３】，乃至「無
罪身語意業」【摂論３】等者，約利他明不共，簡異有罪益地
故，云「無罪」【摂論３】。

１３

【世３】（３６１a）釈曰。共不共中，一切性罪。謂殺生等説名為共。
相似遮罪。為掘生地断生草等説名不共。於此学処者，謂後学処。
有声聞犯菩�不犯者，如両【＊】安居観益有情輒行経宿。有菩�
犯声聞不犯者，謂観有益而故不行。是故，菩�心亦有犯，非諸声
聞者，謂唯内起欲等尋思。菩�成犯，非声聞等。一切繞益有情無
罪身語意業，菩�一切皆応現行皆応修学者，謂能繞益而無有罪。
如是三業，菩�応修。或雖繞益。而非無罪。如以女等，非法之物，
授与他人，為遮此事，故説無罪。
【＊】両は雨の誤植と思われる。

１４

【無３】（４２６b―c）釈曰。殺盜婬等，貪等所生，名為性罪。断生草
等，非貪等生，説名遮罪。菩�於中観有利益而無罪者一切応修。
声聞不爾。又諸菩�，心亦有犯，非諸声聞。謂唯内起欲恚害等諸
悪尋思。不為発起身語二業。一切繞益有情無罪身語意業者，謂能
利益安楽有情。不発自他貪等煩悩。如是一切菩�応修。
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１５

【断簡５】（【無３】に対する注釈）［３２―４５］
釈論中，言「殺盜婬等，貪等所生，名為性罪」【無３】者，
由貪嗔痴，発十悪業，有制無間，体皆是罪故，云性罪。言「断
生草等，非貪等生」【無３】者，為護性戒，故制此罪，仏未
制前，雖起無罪，如善無記心，断生草木，非貪等生仏数所遮
由■制故摂名遮罪。然此遮罪，或性是善，「如善心為女人説
法過五六語」【＊】等。或復無記，如不開戸共罪大，或人眠
等。問，如以貪心，断生草木等，是何罪。答，若以性判，性
罪所■。故梁論云，「若以煩悩染汚，心地所起，是其性罪，
若以類判遮罪」【＊＊】。言「心亦有犯」【無３】者，防独頭心，
言「謂唯内起欲恚害等諸悪尋思不為発起身語二業」【無３】者，
若為発起身語二業之心，声聞亦制不為発起不禁声聞唯制菩�
故，云不共。言「謂能益利安楽有情，不発自他貪等煩悩」【無
３】者，釈無罪義。何者是有罪益他。世親菩�云，「或雖繞
益而非無罪。如以女等非法之物，授与他人，為遮此事，故説
無罪。」【世３】

【＊】引用表示なし：弗陀多羅多造，真諦訳『律二十二明了論』「有
従口生不従身意生，如善心為女人説法過五六語等，三有従意生不
従身」（大正蔵２４・６６５b―６６６c）
【＊＊】梁論云：世親造，真諦訳『摂大乗論釈』「殺生等名性罪。
性罪必由煩惱起。染汚心地後則作殺等業。又有制無制。」（大正蔵
３１・２３２c）の取意か。

３広大の殊勝

１６
【摂論４】（４２６c）論曰。広大殊勝者，復由四種広大故。一由種種
無量学処広大故。二由摂受無量福徳広大故。三由摂受一切有情利
益安楽意楽広大故。四由建立無上正等菩提広大故。

１７

【断簡６】（【摂論４】に対する注釈）［４５行―５０行］
論曰「広大有」者，於中自有，四種下，列名別釈。「一由種々
無量学処」【摂論４】者，正一切悪其戒体多故，云広大。「二
由摂受無量福徳」【摂論４】者，此戒能生大福資糧故，名広
大。此即摂善，「三由摂一切有情利楽意楽広大」【摂論４】者，
能生広大利楽意楽故，名広大。此是利生，「四由建立無上正
等菩提」【摂論４】者，能生大果故，称広大。

１８

【世４】（３６１a－b）釈曰。種種無量学処広大者，謂諸菩�所修学
処。亦是種種亦是無量。由此於彼一切有情。作成熟事及摂受事故。
摂受無量福徳広大者。謂諸菩�摂受無量福徳資糧。非声聞故。摂
受一切有情利益安楽意楽広大者。謂於諸有情勧令修善。名利益意
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楽。若即於此補特伽羅。願由彼善当得勝果。名安楽意楽。建立無
上正等菩提広大者。謂諸菩�由此尸羅。建立無上正等菩提。非声
聞故。

１９

【無４】（４２６c）釈曰。種種無量学処広大者，謂諸菩�所学尸羅。
種種品類無量差別。所以広大。摂受無量福徳広大者，謂此尸羅能
摂無量福徳資糧，所以広大。摂受一切有情利益安楽意楽広大者，
謂此尸羅摂諸有情。此世他世 世出世間 捨悪摂善。若因若果
繞益意楽，所以広大。建立無上正等菩提広大者，謂此尸羅建大菩
提，所以広大。諸声聞等無如是事。是故殊勝。

２０

【断簡７】（【無４】に対する注釈）［５０行―６０行］
釈論中，言「所学尸羅種々別類無量差別」【無４】者，体性
是多也。第二中，言「能摂無量福徳資糧」【無４】者，唯除
般若，一切余行，名福資糧。此能摂生故，云「広大」【無４】。
第三中，言「摂諸有情此世他世」【無４】者，欲令此世現益，
名利益意。欲令他世繞益，名安楽意。言「世出世間」【無４】
者，世益名利，出世安楽也。依梁論説「世間名楽，出世利名」
【＊】，言「捨悪摂善」【無４】者，捨悪名利，摂善名楽。言
「若因若果」【無４】者，世親菩�云，「勧令修善，名利益意」
【世４】，願由彼善，当得勝果，名安楽意，因利楽果也。言「繞
益意楽」【無４】者，通前四対也。若依梁善教，雖悪名為利
益，願於未来，得善報，名安楽意。又大悲名利，大悲名楽。
第四中，言「建大菩提」【無４】者，是共因義。言「諸声聞
等」，対小顕勝也。

【＊】依梁論説：不詳

４甚深の殊勝

２１

【摂論５】（４２６c）論曰。甚深殊勝者，謂諸菩�由是品類，方便善
巧，行殺生等，十種作業。而無有罪。生無量福，速証無上正等菩
提。又諸菩�，現行変化，身語両業。応知亦是，甚深尸羅。由此
因縁，或作国王，示行種種，惱有情事。安立有情毘奈耶中。又現
種種，諸本生事。示行逼惱，諸余有情。真実摂受，諸余有情。先
令他心，深生浄信，後転成熟。是名菩�所学尸羅甚深殊勝。

２２

【断簡８】（【摂論５】に対する注釈）［６０行－８０行］
論曰，「甚深」【摂論５】中三，先牒，次釈，後結。釈中有二，
初約実行，後就変化。初言「由是品類，方便善巧，行殺生等，
十種作業」【摂論５】者，問何故，説此名作甚深。答，此殺
生等拠相而，言犯律儀戒。就実以説，乃是菩�真実受持益有
情惑，故是甚深。問，前言一切性罪不行，何故此中現起性罪。
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２２

答，若貪等起是其性罪菩�不行。今此殺等，乃是悲恵方便心
生，非是性罪，菩�現起。是故後言，而無有罪，生無量福，
互不相違。問，若悲恵起者，但応有七。何故得有貪嗔等邪。
答，下有三釈。言「又現変化身語業等」【摂論５？＊】者，
此約変化以明甚深。問，何故説此，名為甚深。答，由彼■菩
�化為両業非実身語，而是菩�真実持戒，又現■■而是実益
故是。「甚深」【摂論５】下，顕化相。文中有二，初明変化現
在世事。言「由此因縁或作国王示」【摂論５】者，由此変化
因縁或作国王身業。然伝発言河責変化，作此悩有情事。世親
菩�云，「此中応説，無厭足王，化導善財童子等事」【世論５】，
後明変化過去世事。言「又現種ゝ諸本生事」【摂論５】者，
過去本生事。「世示行逼悩諸余有情」【摂論５】者，逼悩変化
所作諸余有情也。言「真実摂受諸余有情」【摂論５】者，真
実根受諸所化真実有情也。世親菩�云，「如毘湿婆安 羅等
諸本生事，此中菩�，以其男女施婆羅門皆是」【世論５】化
作下，明起化利益。言「先令他心」【摂論５】等者，由此変
化，先令所化他有情心，於菩�行深生浄信，後転成熟令其入
道也。三「是名」【摂論５】等，結。

【摂論５？＊】：『摂論』には「現行変化身語両業」（大正蔵３１・４２６
c）とあり一致しない。

２３

【世５】（３６１b―c）釈曰。甚深殊勝中，謂諸菩�由是品類方便善巧
者，此中顕示，如是菩�，如是方便善巧功能。謂諸菩�，若如是
知，如是品類補特伽羅，於此不善無間等事，将起加行。以他心智，
了知彼心，無余方便，能転彼業。如実了知，彼由此業，定退善趣，
定往悪趣。如是知已，生如是心，我作此業，当墮悪趣，我寧自往，
必当脱彼。於彼現在，雖加少苦，令彼未来，多受安楽。是故菩�，
譬如良医，以繞益心，雖復殺之，而無少罪，多生其福。由多福故，
疾証無上正等菩提。如是等戒，最為甚深。又諸菩�，現起変化，
身語二業。当知亦是甚深尸羅。由此道理，或作国王，現作種種，
悩有情事。安立有情，毘奈耶中。変化自体，名為変化。此中応説，
無厭足王，化導善財童子等事。又現種種，諸本生事者，如毘湿婆
安 羅等，諸本生事。此中菩�，以其男女，施婆羅門。皆是変化。
示行逼悩諸余有情，真実摂受，諸余有情者，謂諸菩�，終不逼悩，
余実有情。摂受其余，実有情故。如是亦名甚深殊勝。

２４

【無５】（４２６c―４２７a）釈曰。由是品類方便善巧者，謂諸菩�悲願
相応。後得妙智。行殺生等十種作業，而無有罪等者，謂愛楽善法，
憎悪不善，見諸邪性，説名後三。依止此故，行殺等七而無有罪，
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２４ 生無量福，速証菩提。或行前七不起後三。大数言十。或已伏除。
為試彼力故心暫起。不能招苦故無有罪。能助道故生無量福。現行
変化身語両業者，謂依化身発起両業。或依実身由化心発身語二業。
意業無形不可変化。或雖現有貪瞋等事。於化有情無大義利。是故
不説。安立有情毘奈耶中者，謂作国王，制諸法律，示行逼悩令住
其中。或一切善，能滅衆悪。或大涅槃，滅除生死，名毘奈耶。又
現種種諸本生事者，謂諸菩�諸本生事，化心所現。或久成仏，復
示現行，諸本生事。繞益有情，令菩�学。故後説言，是名菩�所
学尸羅。

２５

【断簡９】（【無５】に対する注釈）［８０行―８４行］
釈論中，言「悲願相応，後得妙智」【無５】者，由悲愍■妙
智知根，悲恵相応，乃至名善巧故，世親菩�云，「謂諸菩�，
若如是知，如是品類，補特伽羅罪，於此不善無間等事，将起
加行，以他心智了知彼心，無余方便能転彼業，如実了知彼由
此業定退」【世５】（＊後欠）

５結

２６
【摂論６】（４２７a）論曰。由此略説四種殊勝。応知菩�尸羅律儀最
為殊勝。如是差別菩�学処応知復有無量差別。如毘奈耶瞿沙方広
契経中説。

２７
【世６】（３６１c）釈曰。如是四種略説差別。於毘奈耶瞿沙経中。広
説復有百千差別。

２８
【無６】（４２７a）釈曰。今於此中略説四種殊勝之相。於毘奈耶瞿沙
経中広説。復有無量殊勝。此経即是菩薩蔵摂。故名方広。

４‐２ 内容

（１）注釈対象の内容の概観

注釈対象の内容を概観する。概観にあたっては勝呂信静，下川邊季由『摂

大乗論釈世親釈玄奘訳』の解題を参考にした１５。説明に対照表＜表１＞の

通番を示した。

『摂大乗論』の内容は，次のように序と１０の項目からなる。（序）総標綱

要分，（１）所知依分，（２）所知相分，（３）入所知相分，（４）彼入因果

分，（５）彼修差別分，（６）増上戒学分，（７）増上心学分，（８）増上慧

学分，（９）果断分，（１０）彼果智分。この中，本断簡の注釈対象は（６）
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増上戒学分である。ここでは，戒律に関して四つの殊勝，すなわち大乗が

小乗よりも勝れていることを説く。

この増上戒の勝れた点（殊勝）は『瑜伽師地論』「菩�地・菩�戒品」の，

菩�の律儀に説かれたもので，それを四種の殊勝により略説する。四種の

殊勝とは，１差別の殊勝，２共不共の学処の殊勝，３広の殊勝大，４甚深

の殊勝である（通番１から５）。

続いて各論に入る。１差別の殊勝には，律儀戒，摂善法戒，繞益有情戒

の３種があり，律儀戒は他の戒の基本で声聞等にも共通なものであるが，

摂善法戒と繞益有情戒は大乗独自の戒で，上求菩提下化衆生を目的とする

ものである（通番６から１０）。

•
２ 共と不共の学処の殊勝は，声聞と共通する「性罪」（prakrti-sāvadya），

•
つまり殺生などが「共」であり，また声聞と異なる「遮罪」（pratiksapana

-sāvadya），つまり生地を掘り，生草を断ずるなどで「不共」である。声

聞は身と語に関する戒であるが，菩�のそれは心をも含む戒である点で，

殊勝であるとする。（通番１１から１５）。

３ 広大の殊勝は，大乗戒が「一切の有情の利益と安楽との意楽を摂受

することの広大」等の四種の点で広大で優れた点（殊勝）を述べる。（通

番１６から２０）。

４ 甚深の殊勝は，殺生等の十不善業道を行ずるも，そこには罪はなく，

逆に無量の禍を生じて無上正等菩提を証するとして，例えば，他の人が不

善の無間業（殺生等の五無間業）をなさんとするのを，他心智によって知

り，＜我れは此の業を作せば，当に悪趣に堕すべきも，彼れ寧ろ自ら往い

て必ず当に彼れを脱せしむべし。彼の現在に於いて小苦を加うと雖も，彼

の未来をして多くの安楽を受けしめん＞と思って，良医の如く，繞益の心

をもって彼を殺すも，少しの罪もなく，却って多くの福を生じ，速やかに

無上正等菩提を証すと述べ，『華厳経』の無厭足王の善財童子の化導等の

逆説的な内容の物語を出し，その戒の甚深の殊勝を述べる。（通番２１から
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２５）

最後に全体をまとめる。（通番２６から２８）

（２）断簡の該当箇所

続いて，本断簡の『摂論』「釈増上戒学分第七」における該当箇所は，『無

性釈』が全部で６箇所に区分される中の，第１の途中から，第５の途中ま

でである。

まず第１の途中について説明する。＜表１＞通番５【断簡１】に「�地

文。三「復次」下，釈挙数，答文。」とある。これは直前の通番４『無性

釈』１に対する注釈である。この中，「�地文」とは，『無性釈』１に説か

れた「菩�地」に関する文と考えられる。そして「三「復次」下，釈挙数，

答文。」とは，おそらく『断簡』前欠の部分で『無性釈』に対する科文が

あり，その中の三番目が『無性釈』の「復次」という言葉から始まり，そ

の内容は，「＜挙数＞を釈して文に答える」ということである。

続いて第５の途中について説明する。＜表１＞通番２５【断簡９】は通番

２４『無性釈』５に対する注釈である。内容は，説明の途中で『世親釈』を

引用しているが，注釈対象である通番２３，『世親釈』（『世５』）と対照して

見ると，文の途中で終わっている。本来はもう少し引用が続いたと考えら

れるが，断簡がここで終わったために引用文もここで終了したと見られる。

（３）断簡の叙述形式

叙述形式は，注釈対象である『無性釈』が，最初に『摂大乗論』本文を

出し，続いて無性の注釈を出しているのに基づき，最初に『摂大乗論』本

文を注釈し，続いて無性の注釈を注釈している。これを＜表１＞通番６か

ら１０で説明する。通番６は『摂論』本文，通番７【断簡２】は「論曰」と

して『摂論』本文を引用しながら科文を述べる。続いて通番１０【断簡３】

は通番９『無性釈』（【無２】）に対する注釈である。冒頭の「釈論」が無
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書名 著者 国 時代

１ 無性摂論疏 功 中国 唐

２ 摂大乗論無性釈論疏（４巻） 智儼 中国 唐

３ 摂大乗論疏（１１巻） 神廓 中国 唐

４ 摂大乗論草（３巻） 神廓 中国 唐

５ 摂大乗論無性釈論古迹記（１巻） 太賢 新羅 新羅（唐）

性の解釈を意味する。まず科文を挙げて「初めに＜挙数＞を釈し，次に＜

列名＞を釈し」に続き，「後「律儀」の下は＜差別の用＞を釈す」と述べ

る。＜挙数＞，＜列名＞，＜差別の用＞は，『摂論』本文の科文であり，

無性の注釈ではそれを解釈しているということである。そして「律儀」と

は無性釈の文である。ここから本断簡が無性釈に対する注釈であることが

確認できる。

（４）断簡の引用文献

引用文献は注釈対象である玄奘訳『摂論無性釈』のほか，玄奘訳『摂論

世親釈』，真諦訳『摂論世親釈』である。ただ真諦訳『摂論世親釈』は原

文と一致しない箇所がある。

５ 著者

続いて著者の問題を考えてみたい。最初に現段階での結論を言えば，唐

代の智儼か神廓のどちらかである。以下，理由を述べる。結城令聞は『唯

識学典籍誌』で『摂大乗論無性釈』への注釈として次の５つを挙げる。１６

この中，現存するものは一つもないが，逸文が伝わるものは智儼のものと

神廓のものである。

智儼（６０２―６６８）は中国華厳宗第二祖とされる人物で，華厳宗を大成し

たとされる第三祖・法蔵の師である。智儼は『華厳経』とともに『摂大乗
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論』を常に講じており，６６０年以後１７に制作された『摂大乗論無性釈』の

注釈があった。その逸文は高麗均如の『釈華厳教分記円通鈔』などに引用

される１８。

神廓（生没年不詳）の伝記は不詳である。経録によれば，著作には『観

所縁縁論疏』と『摂大乗論無性釈』の注釈があった。『摂大乗論無性釈』の

注釈は，『摂大乗論疏』１１巻と『摂大乗論草』３巻との二つ種類があった

らしい。おそらく７，８世紀に活動した法相宗系の学者と考えられる。

神廓の逸文は，高麗と日本の文献に引用される。高麗では華厳宗の均如

『釈華厳教分記円通鈔』（３回）に引用される。日本では良算『唯識論同学

鈔』（１１回），湛慧『成唯識論述記修成篇』（４回），普寂『摂大乗論釈略疏』

（１回），基弁『大乗法苑義林章師子吼鈔』（８回），凝然『五教章通路記』

（２回），審乗『五教章問答章』（１回），聖詮『華厳五教章深意抄』（２回），

鳳潭『華厳五教章匡真鈔』（１回）引用される。この中，江戸時代の普寂

（１７０７―１７８１）は，「世伝神廓疏，在於南都庫蔵，而未聞有親閲覧者」１９と述

べている。ここから，南都の寺院に所蔵されているという情報があったこ

とがわかる。

では，本論で取り上げているものは智儼のものか，あるいは神廓のもの

か。これを証明するためには，断簡と，智儼あるいは神廓の逸文と一致す

る文章があればよいが，現在のところ見当たらない。次の手段としては，

これは智儼にしか使えないが，智儼の他の著作の内容と本断簡との対応関

係を証明する方法があるが，現在，確認できていない。よって現段階では

著者問題は保留にする。

最後に，本断簡の旧蔵者であった徹定は，なぜ本断簡を『華厳経』の注

釈書と考えたのであろうか。可能性としては次の二つが考えられる。第一

には，徹定が本断簡を『華厳経』の注釈書と見間違えたというもの。これ

には本断簡の紙背が『華厳五教章』であることも関係するかもしれない。

ただ，仏教に関する学識が豊かな徹定が，このようなミスを犯すのだろう
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かという疑問が湧く。第二には，跋を貼り付ける断簡を間違えた可能性。

つまり本来は徹定が言うような『華厳経疏』が存在し，識語はそのための

ものであったが，手違いで貼り付ける断簡を間違えてしまったというもの。

ただ，これも考えにくい気がする。よって，この問題も現段階では保留に

するしかない。

６ 結語

以上，本論では書道博物館所蔵，養 徹定旧蔵の『華厳経疏』とされる

断簡の内容を検討し，それが『華厳経疏』ではなく，『摂大乗論無性釈』に

対する注釈書であることを明らかにした。結論を整理すると次のようにな

る。

１ 『華厳経疏』とされた本断簡は，巻子本であり前後欠の零本で，奥書

が存在しない。

２ 筆者が解読した結果，断簡の表面は『摂大乗論無性釈』の一部，裏面

（紙背）は『華厳五教章』の一部である。

３ 本断簡の旧蔵者であった養 徹定は，跋に本断簡を空海が将来した『華

厳経疏』であると記す。

４ 本断簡が徹定から中村不折（書道博物館創設者）に渡った経緯は不明

である。

５ 本断簡表面の内容は『摂大乗論無性釈』「釈増上戒学分第七」に対す

る注釈である。注釈の仕方から，それが『摂大乗論無性釈』に対する注釈

であることが確認できる。

６ 残存部分は前後欠であるが，「釈増上戒学分第七」の大半をカヴァー

している。

７ 注釈の仕方は，「論曰」として『摂大乗論』本文を，「釈論曰」として
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『無性釈』を注釈する。

８ 注釈に際して関連文献として『世親釈』や「梁論」として『摂大乗論』

真諦訳を引用するが，真諦訳については取意と思われる箇所もあった。

９ 著者の候補については，智儼と神廓が有力であるが，確証する証拠が

存在しない。

１０ 養 徹定が本断簡を『華厳経疏』とした理由は不明である。

本断簡は一部であるが，従来全く知られていなかった文献であり，ここで

存在が確認されたこと自体が貴重である。なお，筆者は，今回取り上げた

断簡に連続する断簡を発見しているが，これについては別稿に譲る。

注

１ 鍋島稲子「不折旧蔵写経類コレクションについて」（磯部彰『中村不折旧蔵禹域墨

書集成：台東区立書道博物館所蔵』上巻（文部科学省科学研究費特定領域研究＜東ア

ジア出版文化の研究＞総括班，二玄社，２００５年））p．３５７

２ 磯部彰『中村不折旧蔵禹域墨書集成：台東区立書道博物館所蔵』中巻（文部科学省

科学研究費特定領域研究＜東アジア出版文化の研究＞総括班，二玄社，２００５年））図

版番号【０１２】pp．１７０―１７１

３ 内容は『五教章』「所詮差別」の十門中の「第三 行位差別」である。大正蔵経で

は，「彼故方便同彼」（４８８b１２）から「未得不退故。本業」（４８９a２１）までである。送

り仮名がある。

４ 三宅徹誠「袋中蒐集一切経の散逸について」（『仏教文化』５４，２０１０年）

５ 同様に徹定所蔵であったが収録されていないものに『華厳経略指事』がある。横超

慧日「『華厳経略指事』について」（『日本仏教史学』２，１９４１年）この『華厳経略指

事』は本来根津美術館所蔵のもので，「表題に華厳略記第五と云ひ華厳略指事巻第五

と云ひ尾題に華厳略記指事第五巻とあるこの一巻は，首尾完存し奥書は有せぬが最後

に信の朱印と徹定珍蔵の印を有する。故に根津家に移る以前には縁山の学者養 徹

定師の秘蔵せられる所であつたことが知られる。」（p．７６）とある。ちなみに横超慧

日は本書の作者を『五教章指事』を著わした東大寺寿霊と見ている。

６ 磯部彰前掲書，中巻，p．１７１

７ 木本弘昭「徹定上人年譜（増訂）」（浄土宗教学院『仏教文化研究』３６，１９９１年）pp．９７―

９９
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８ 空海『御請来目録』（大正蔵５５・１１６４a）

９ 鍋島 前掲論文 p．３５７

１０ 中村不折『禹域出土墨宝書法源流考 下巻』（西東書房，１９２７年）pp．１４―１５。

１１ 神崎充晴「書風の移り変わり」「空海は，その少年期に奈良朝以来の伝統にあった

王羲之の書を学んだ。」（『別冊太陽 名筆百選』（平凡社，１９８０年））pp．３１―３２

１２ 筆者が見たのは西域文化研究会編『書道博物館所蔵経巻文書目録―附解説』（西域

文化研究会，刊行年次不明）である。標題の左側には「西域文化研究会複製」とある

ことから，本来，書道博物館で制作されたものを西域文化研究会で複製を作成したも

のと考えられる。西域文化研究会とは龍谷大学で１９５３年に発足した研究会で，現在も

活動を行っている。書道博物館には敦煌文献も所蔵されているため西域文化研究会で

複製を作ったのだと思われる。この資料については国際仏教学大学院大学在学のチョ

・セイン（�勢仁）氏からご教示いただいた。学恩に感謝する。なお，これは磯部彰
前掲書，上巻（pp．３３９―３５５）にも収録されている。

１３ 西域文化研究会編 前掲書 p．１６。「書道博物館所蔵経巻文書目録－附解説」（磯部

彰前掲書，上巻）p．３４４。

１４ 磯部前掲書 pp．１７１―１７２

１５ 勝呂信静，下川邊季由『摂大乗論釈世親釈玄奘訳』（『新国訳大蔵経』１７．瑜伽・唯

識部 １１，大蔵出版，２００７年）pp．６１―６２

１６ 結城令聞『唯識学典籍誌』pp．２３１―２３４

１７ 大竹晋「摂論学者 智儼」（『哲学・思想論叢』１８，２０００年）p．６０

１８ 大竹 前掲論文

１９ 普寂『摂大乗論釈略疏』巻一（大正蔵６８・１２３c）
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